
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について（平成７年６月１６日厚生省発 健医第１８９号）

改 正 後 改 正 前

別紙 別紙
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収

額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の 額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負 予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負
担額の認定基準 担額の認定基準

第１ 認定の基準 第１ 認定の基準

１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３ １ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３１条の費用徴収額、麻薬

号。以下「精神保健福祉法」という。）第３１条の費用徴収額、麻薬及び 及び向精神薬取締法第５９条の４の費用徴収額及び感染症の予防及び感染
向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号。以下「麻薬取締法」とい 症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第３７

う。）第５９条の４の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対 条第２項の自己負担額は、月額によって決定するものとし、その額は、当

する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症法」と 該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者
いう。）第３７条第２項の自己負担額は、月額によって決定するものと （民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項の直系血族及び兄弟

し、その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする 姉妹をいう。以下同じ。）の前年分の所得税額（前年分の所得税額が確定

絶対的扶養義務者（民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項の していない場合には、前々年分の所得税額。以下同じ。）を合算した額を
直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。）について精神保健福祉法第２ 基礎として、次表により認定した額とすること。

９条第１項若しくは第２９条の２第１項の規定による入院、麻薬取締法第

５８条の８第１項の規定による入院又は感染症法第１９条、第２０条（こ
れらの規定を同法第２６条において準用する場合を含む。）若しくは第４

６条の規定による入院のあった月の属する年度（当該入院のあった月が４

月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法
律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を

含む。以下同じ。）の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法

第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）（以下「所得割」とい
う。）の額を合算した額を基礎として、次表により認定した額とするこ

と。

所得割の額の合算額（年額） 費用徴収額又は自己負担額（月額） 所得税額の合算額（年額） 費用徴収額又は自己負担額（月額）

５６万４千円以下 ０円 １４７万円以下 ０円

５６万４千円超 ２万円。ただし、措置入院に要した医療費 １４７万円超 ２万円。ただし、措置入院に要した医療費



の額又は入院に要した医療費の額から、他 の額又は入院に要した医療費の額から、他

の法律により給付を受けることができる額 の法律により給付を受けることができる額

（精神保健福祉法第３０条の２（麻薬取締 （精神保健及び精神障害者福祉に関する法
法第５８条の１７第２項により準用する場 律第３０条の２（麻薬及び向精神薬取締法

合を含む。）又は感染症法第３９条に規定 第５８条の１７第２項により準用する場合

する他の法律による給付の額をいう。）を を含む。）又は感染症の予防及び感染症の
控除して得た額が、２万円に満たない場合 患者に対する医療に関する法律第３９条に

は、その額。 規定する他の法律による給付の額をい

う。）を控除して得た額が、２万円に満た
ない場合は、その額。

２ 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定 （新設）

めるところによること。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条の
規定による改正前の地方税法第２９２条第１項第８号に規定する扶養親

族（１６歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。）及び同法第３
１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満の者に

限る。以下「特定扶養親族」という。）があるときは、同号に規定する

額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る
額に相当するものを除く。）に限る。）に同法第３１４条の３第１項に

規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶
養義務者が指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２

条の１９第１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有す

る者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所
を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶
養義務者が地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若し
くは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者

で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子で

あつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イ
に該当する者又は同項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した

後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるも

の」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻
をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者である

ときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 同法第２９５条第１項（第２号の規定に係る部分に限る。）の規定



により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の

額は零とする。

イ アに該当しない者である場合は、同法第３１４条の２第１項第８号
に規定する額（同条第３項に該当する者であるときは、同項に規定す

る額）に同法第３１４条の３第１項に規定する率を乗じて得た額を控

除するものとする。

３ （略） ２ （略）

４ 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法（昭和２５年法律第 ３ 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法による保護又は中国

１４４号）による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合に

７年法律第３０号。以下「中国残留法人等支援法」という。）による支援 は、所管の福祉事務所長の証明により、費用徴収を行わず、又は自己負担

給付を受けている場合には、所管の福祉事務所長の証明により、費用徴収 をさせないものとすること。
を行わず、又は自己負担をさせないものとすること。

５ 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、 ４ 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、
自己負担額又は費用徴収額は、１から３までにより認定した額の全部又は 自己負担額又は費用徴収額は、１及び２により認定した額の全部又は一部

一部を減じた額とすることができることとすること。 を減じた額とすることができることとすること。

第２ 認定の方法 第２ 認定の方法

費用徴収額及び自己負担額の認定に当たっては、当該患者の属する世帯の 費用徴収額及び自己負担額の認定に当たっては、当該患者の属する世帯の

構成、扶養義務者の範囲、生活保護法又は中国残留邦人等支援法の適用の有 構成、扶養義務者の範囲、生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促
無、所得の有無及び所得割の額等を把握する必要があること。したがって、 進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

措置入院患者についてはその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対 法律適用の有無、所得の有無及び種類並びに所得税額等を把握する必要があ

的扶養義務者（以下「配偶者等」という。）から、入院患者については公費 ること。したがって、措置入院患者についてはその配偶者若しくは当該患者
負担の申請者から必要な書類を提出させ、又は市町村役場、福祉事務所等の と生計を一にする絶対的扶養義務者（以下「配偶者等」という。）から、入

関係機関、配偶者等若しくは保護者（感染症法第１５条第３項に規定するも 院患者については公費負担の申請者から必要な書類を提出させ、又は税務

のをいう。）に対し照会を行うなど適切な方法により、これらの事項の把握 署、市町村役場、福祉事務所等の関係機関、配偶者等若しくは保護者（感染
に努めるものとすること。 症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１７条第１項に規定

するものをいう。）に対し照会を行うなど適切な方法により、これらの事項

の把握に努めるものとすること。


